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～内海地区における
太陽光事業計画
の白紙と復旧工事の
報告
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株式会社ディーエスエス



報告事項
１．太陽光計画の中止のいきさつについて

２．頂いた質問の回答 / アンケート結果

３．町道および赤道等公共物の復旧工事の進捗

４．水害対策

５．緑化対策

６．今後の対応について

（被害を与えてしまった方・将来について）



１.太陽光計画の
中止のいきさつ
について

株式会社ディーエスエス

常務 山﨑 貴充



①はじめに～なぜ内海地区で企画したのか
・太陽光の販売、施工だけでは、この先が不安だったので、新しい
事業として、農業と福祉に注目していた

・太陽光の下で農業を行う、ソーラーシェアリングが業界でも注目
されており、同業者の完成案件で、榊に可能性を感じた

・榊は暖かい環境のところで育つため、南知多を検討した

・主に2020年夏から土地を買い進めたが、子どもが町外にでて
いってしまって後継者がいない、愛知用水の負担などの理由から土
地を手放したい人が多く、予想以上に買い進めることができた（南
知多町内で約300ヶ所の太陽光の申請を行った）

スライドのみ



②どういう計画で申請等をおこなったか
・2020/12月から産業振興課と農転の方法、伐採届の提出方法（誰
の名義で行っていくのか）を協議し始めた

・一体開発かどうかの疑義が生じたので、「太陽光発電施設用地の
造成に係る事前協議の手引き」等に基づいて、2021/1/中旬に県の
都市計画課に確認し、一体開発ではないと回答を得た

・町の太陽光ガイドラインについて、環境課と協議を重ね、自家消
費を主な目的とするならば、申請は不要との回答を2021/1/中旬に
得た

・関係法令確認チェックシート（資料①）にまとめる

スライドのみ





③問題の発覚と住民説明会開催
・2021/11/中旬から、行政の方の来場があり、今回の開発につい
ての申請の有無など求められ、問題を認識し始める。

・12/9に知多県民事務所にて、町や砂防法関係者や産業廃棄物関係
者や自然公園法関係者で、一斉協議を行う

→ここで環境課の要請により、住民説明会の開催が決定した

・12/10に隣地まで越境しての伐採してしまったことが発覚、また
伐採届で提出した範囲を超えて伐採していることが発覚する

・12/18住民説明会開催

スライドのみ



④報道及び大村知事の会見により変わる環境
・12/22の朝日新聞の報道より、銀行関係や取引先からの問い合わ
せが急増した

・12/23の大村知事の緊急記者会見からは、翌日以降行政の監視の
目が一層厳しくなった

・2022/1/7に経済産業省中部経済産業局に事情説明を行った

年末年始にかけて、社内でこのまま進めるのかどうかの議論を重ね
ていった

スライドのみ



⑤議論を重ね熟慮した結果、白紙を考えた
・住民説明会での意見や質問、役場に寄せられた質問などから、

「小規模に分けての太陽光の申請」「住民との対話不足」

「隣地の方への迷惑行為」「町道等の損壊」などについて、

議論を重ねた

・まず従業員３名で話し合い、社⾧の厚意で持たしてもらえる予定
であった今回３名の名義分の太陽光を白紙にすることにした

・法人名義の太陽光を、規模を縮小して再計画し16ヶ所だけでも行
おうと考えた

スライドのみ



⑥一旦白紙と住民に伝える
・2022/1/14にて、経済産業省の呼びかけで関係者にお集まりいた
だき、全て白紙にすることも含めて着地点を決めると伝えた

担当課⾧より、「住民との対話」が一番大切であると指導を受け、
住民代表の方と協議の場を設けることになった

・1/18に町議４名、区⾧代表１名、住民１名と町と県の関係者と住
民説明会前の事前打ち合わせを行い、そこで、町ガイドラインの届
出を行った1件だけやるか全部やらないのかどちらかだと伝える

・住民説明会に向けて案内をするのに、やる1件はどこ？という話
よりは復旧を優先とした話し合いにしたいため、全て白紙にした

スライドのみ



１.太陽光計画の中止
のいきさつについて
～質疑応答



質問をされる方は手を挙げてください。

①お名前
②お住いの地区
③弊社とのご関係（土地を売却したなど）

上記3点を発表の上、ご質問お願いします。



２.頂いた質問の
回答 / アンケー
ト結果

株式会社ディーエスエス

営業部ディレクター 坂元 禎久



あらかじめいただいていた質問
内田議員の「内田たもつだより」抜粋

①今回の計画の白紙は、完全撤退か一時撤退か？

②電柱は、取り除かれるのか？

③奥遠廻間・瀬木田等に残っている木はどうなるのか？

④農業を本気にやる気があるのか？

⑤山を復活できるのか？ → ⑤緑化計画で発表

⑥被害を与えた方への補償 → ⑥今後の対応についてで発表



地権者の方・隣地の方への
アンケート結果について

①昨年12/18の説明会に参加されましたか？

参加した 6名 ／ 参加していない 31名

②2/13の説明会に参加される予定ですか？

参加する 10名 ／ 参加しない 28名

③太陽光発電事業について賛成ですか？

賛成 32名 ／ 反対 3名



地権者の方・隣地の方への
アンケート結果について

④現在報道されている新聞等はご覧になられましたか？

⑤太陽光事業についてのご意見

⑥現在所有している内海地区の土地について抱えている
ご心配やご不安は？

⑦緑化計画を企画していますが、ご意見やご要望は？

⑧弊社に求めることはございますか？



２. 頂いた質問の回答
/ アンケート結果
～質疑応答



質問をされる方は手を挙げてください。

①お名前
②お住いの地区
③弊社とのご関係（土地を売却したなど）

上記3点を発表の上、ご質問お願いします。



３.町道および赤
道等の公共物の
復旧工事の進捗

株式会社ディーエスエス

営業本部⾧ 田中 翔平



スライドのみ

損害の分布

奥遠廻間・・・①
道入・・・・・⑦
昔清水池・・・④
瀬木田・・・②③⑤⑥



①奥遠廻間地区 町道の盛土の撤去作業中



②瀬木田地区 町道のコンクリート舗装破
損復旧工事（近日開始、3/31に完了予定）



③瀬木田地区 町道への盛り土撤去（完了）



④-1昔清水池 フェンス破損工事（近日作業）



④-2昔清水池 赤道への伐採木残地の回復
（作業協議中）



⑤瀬木田地区 農業用水路敷の復旧（完了）



⑥瀬木田地区 赤道への盛土復旧工事（完了）



⑦道入地区 公共用農業用水路掘り出し（完了）



３.町道および赤道等公共
物の復旧工事の進捗
～質疑応答



質問をされる方は手を挙げてください。

①お名前
②お住いの地区
③弊社とのご関係（土地を売却したなど）

上記3点を発表の上、ご質問お願いします。



４.水害対策

株式会社ディーエスエス

常務 山﨑 貴充



水害対策① のり面の対応について
愛知県の基準に準じ、7m程度の小段をつくる

スライドのみ



水害対策② 調整池建設計画
＜方針＞

現在、町や県と協議中だが、前回の住民説明会での説明した調整池を建設していく意向である。

＜基準＞

愛知県の「雨水浸透阻害行為許可等」についての基準で作成予定である。

愛知県の設計資料に基づくと、

①降雨の確率年を10年に1度のレベルとする
②降雨波形を中央集中型とする

③洪水到達時間を10分とする
④降雨継続時間を24時間とする

スライドのみ



スライドのみ

最大120mm
の降雨強度

降雨強度：
異なる継続時間の雨
を1時間あたりの雨
に換算したもの

どのくらいの雨？：
30～50mmで
「バケツをひっくり
返したような雨」
80mm以上で
「滝のような雨」



雨水浸透阻害
行為許可等と
は？

スライドのみ



スライドのみ

もともと

「山地」だったところから

「人工的に造成され植生に覆われたのり面」

に変わることにより、

流出係数が0.30→0.40

に変わるレベルで

水の流出が増えるため、

それを一気に水を排出しないよう

調整池を設けます。



調整池の容
量はどのよ
うに計算す
るのか？

スライドのみ



道入・道根
の排水計画図

開発面積 1.60ha
に基づく
調整池100㎥設置



奥遠廻間
の排水計画図

開発面積 2.53ha
に基づく
調整池180㎥設置



瀬木田
の排水計画図

開発面積 1.30ha
に基づく
調整池100㎥設置



口鈴ヶ谷
の排水計
画図
・砂防地域のため、
調整池は、
600×0.9029ha
=541.74㎥
必要
・雨が30年に1度の
レベルとなる
・県と協議中



４.水害対策
～質疑応答



質問をされる方は手を挙げてください。

①お名前
②お住いの地区
③弊社とのご関係（土地を売却したなど）

上記3点を発表の上、ご質問お願いします。



５.緑化対策

株式会社ディーエスエス

営業部 島 宏斗



緑化計画について

弊社では現在太陽光の建設予定地の緑化計画をしております。

榊 クラピア



現状の上空写真
奥遠廻間上空（南から北方向） 瀬木田上空（東から西方向）

スライドのみ



対策

①クラピアを育成する。
②植林をする。
※奥遠廻間・道入の一部については、

伐採届（森林法）の規定上、植林を行う



奥遠廻間 約2.2haの植林（1haあたり3,000本）、緑化計画



道入・道根・桐木 約1.5haの緑化計画



瀬木田 約1.6haの緑化計画



口鈴ヶ谷 約0.9haの緑化計画



クラピア概要

参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



自家不和合性（じかふわごうせい、英語:self-
incompatibility, SI）は、被子植物の自家受精を防ぐ数種類
の遺伝的性質の総称である。ある植物個体の正常に発育
した花粉が同じ個体の正常な柱頭に受粉しても受精に至
らないこと、あるいは正常種子形成に至らないことを自
家不和合と呼ぶ。

参照：Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/

参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



参照：株式会社リョクシ http://www.ryokushi.jp/norimen/g-cover.html

スライドのみ



現在弊社で購入したクラピアを社内で育成
しております。

スライドのみ



まとめ
クラピアを法面に活用して土砂の流出を防ぐ計画
をしております。

植林計画の木の種類は未定

候補：スギ・ヒノキ・マツ・コナラ・アベノキ・
ウバメガシ

最終的判断については町と協議の上、進めてまい
ります。



５.緑化対策
～質疑応答



質問をされる方は手を挙げてください。

①お名前
②お住いの地区
③弊社とのご関係（土地を売却したなど）

上記3点を発表の上、ご質問お願いします。



６.今後の対応に
ついて

株式会社ディーエスエス

代表取締役 木下 誠剛



６.今後の対応について
～質疑応答



質問をされる方は手を挙げてください。

①お名前
②お住いの地区
③弊社とのご関係（土地を売却したなど）

上記3点を発表の上、ご質問お願いします。



⾧らくのご清聴
誠にありがとうございました。

アンケートは回収ボックスに
投函してください。

本日の資料・議事録・質問の回答等は、
弊社ホームページ（http://ecobk.jp）
内にて、順次公開予定です。


